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第１２回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会 
 

日時：平成１８年２月１８日（土） 
                         午後１時３０分～午後３時３０分 

場所：八戸地域地場産業振興センター 
                         （ユートリー） 
 
司会  ： 定刻になりましたので、ただ今から第１２回県境不法投棄現場原状回復対策

推進協議会を開催いたします。 
      会議に先立ちまして、本日の会議資料の確認をさせていただきますので、よ

ろしくお願いします。 
      本日の資料でございますけれども、委員の皆様に事前にご送付させていただ

きました次第及び資料１－１、資料１－２、資料２－１、資料２－２、資料３

－１、資料４、資料５、資料７－２、これが事前に送付されてございます。そ

の他に、本日お手元の方に資料の３－２、資料６、資料７－１を配布してござ

います。過不足などございましたら、この場でお知らせ下さるようにお願いい

たします。ちょっと資料が多いのですが、よろしいでございましょうか。 
      それでは、開会にあたりまして、青森県副知事より一言ご挨拶申し上げます。 
 
蝦名副知事 ： 本日はご多忙のところ、またお足元の悪いところご出席をいただき、厚

く御礼申し上げます。 
      さて、２月も半ばを過ぎ、今年度も残すところ１ヶ月余りとなりましたが、

県境不法投棄産業廃棄物の撤去につきましては、委員の皆様方を始め関係各位

の御協力もあり、これまで順調に作業が進捗しております。また、汚染拡散防

止対策工事につきましても、現在鉛直遮水壁工事が着々と進められています。

今年は全国的に記録的な大雪に見舞われ、本県においても例年以上の厳しい寒

さが続いております。今後もまだしばらくの間は大雪や吹雪など悪天候となる

日もあるかと思いますが、現場での作業や廃棄物の運搬等にあたっては、引き

続き安全を最優先として事故の無いよう慎重に作業を進めていくこととしてい

ます。 
      本日は本年度の環境モニタリング計画についてご協議いただくほか、平成１

９年度以降の本格撤去に向けた撤去計画の策定や、現在の工事の進捗状況等に

ついて事務局よりご報告申し上げ、また、青森・岩手県境におけるトレーサー

試験結果の中間報告について北海道大学からご報告をいただくこととしており

ます。 
      委員の皆様には忌憚のない御意見・御指導を賜りたいと考えておりますので、



 2 

どうぞよろしくお願いいたします。 
 
司会  ： ありがとうございました。 
      それでは議事に移らせていただきますが、以後の議事進行につきましては、

協議会設置要領第４第４項の規定によりまして古市会長にお願いをいたします。 
      どうぞ会長席の方にお願いいたします。 
 
古市会長： 皆様、こんにちは。 
      第１２回の協議会を始めさせていただきたいと思いますが、副知事の方から

ご案内がありましたように、今日は、モニタリング計画、それからこれから撤

去が本番に入りますので、それに向けての準備、そういう部分を皆様にご審議

いただく。それと、従前、青森県の方では科学的な客観的なデータに基づいて

いろいろと調査し、予測し、対策を練ってきたわけですけれども、従来の青森

県の主張が、やはりその通りなんだということが今日客観的なデータを踏まえ

てもう一度皆様にお示しして、再度そういう状況を確認していただきたいとい

うのが今日の主な議題でございます。 
      今日、２時間、時間がタイトなものですから、時間内に終わりたいと思いま

すので、皆様、よろしく御協力をお願いしたいと思います。 
      では座って進めさせていただきます。 
      まず最初に、大きく協議事項と報告事項がございますが、協議事項としまし

て１８年度のモニタリング計画、前半が資料１に基づきまして環境モニタリン

グ計画について、後半が浸出水の処理施設のモニタリング計画、これは資料２

の方になってございます。 
      よろしくお願いいたします。 
 
鎌田対策監： それでは、モニタリング結果についてと、それから１８年度の調査計画に

ついて、私の方からご説明申し上げます。 
      資料は資料１－１でございます。それとお手元に資料１－２がございますけ

れども、それの５ページの別図２モニタリング位置図（現場内）というのがあ

りますが、それと併せながら見ていただきたいと思います。 
      今回の１７年度の環境モニタリング調査結果については、これは１７年４月

から１２月までの調査結果を報告いたします。この結果については、全て公表

済みとなっております。詳しいデータは資料１－１の２ページから２６ページ

までが水質モニタリングの調査結果、４月から１２月までのものを載せており

ます。 
      それでは、まず現場内のモニタリングの位置図を見ながら、資料１－１の表
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と一緒に見ていただきたいと思います。まず、ここには６ヶ所の水質の状況と

水質の基準値を示しております。これは全て現場内の結果でございます。一つ、

一番上の方がア－３、これは堰堤のヒューム管の水質でございますが、これは

従来から現場内で最も汚染度が高いと言われている水質でございます。今年度、

これまでにここの地点においては５月・８月・１０月・１２月と、４回調査し

ておりますが、相変わらずここはジクロロメタン、ベンゼン、ホウ素、これら

が基準値の２倍～４倍で検出されております。 
      次に、ア－７とア－８を一緒に説明しますが、これは図の真ん中あたり、ア

－７とア－８がございます。これは西側に位置する地下水でございますが、こ

れは両方ともベンゼンが基準値を超えて検出されたと。 
      それから、次のア－１０です。これは左側の、いわゆる傾斜面のところに掘

ってあります。これはア－９と共に遮水壁の効果を監視するということで設置

された井戸でございます。これまで重金属類や揮発性有機化合物、いわゆるＶ

ＯＣなどについては５回調査してきておりますけれども、１２月に初めて鉛が

環境基準値を若干超えて検出されております。これは今回初めて検出されてお

ります。１回だけでなかなか評価が難しいものですから、これは調査を継続さ

せて、この推移を見ながら今後の対策を考えていきたいという具合に考えてお

ります。 
      それから、ア－２５。これは県境部の一番北側にある井戸でございます。平

成１６年の１０月に、これは岩手県の協議会で県境部分の汚染拡散防止対策の

必要はないという結論を出しておりますけれども、本県では今までの調査結果

から、東側から西側への水の移動はあるんだという認識でもっていろんな対策、

あるいは協議を進めてまいりました。その一環として、岩手県側からの地下水

の流入状況を把握する、あるいは監視するという意味で、県境部にア－２５・

２６・２７・２８と４本の井戸を設置し、それから現場内ア－２９というとこ

ろで、トータル５本の観測井戸を設置して、水位、いわゆる地下水と電気伝導

度を連続測定してきております。それと一緒に継続的にＶＯＣの調査を行って

きております。ＶＯＣについては平成１６年１２月から調査を開始してきてお

りますけれども、今年の８月の結果から、ここに書いています１，１－ジクロ

ロエチレン、それからテトラクロロエチレン、この二つが環境基準を超えて検

出されるようになってきました。他の２６・２７・２８の３本の井戸からは環

境基準を超えて検出されてはおりません。 
もう一つは、現場内の２９についてですが、これは相変わらずと言うか、設

置当初からベンゼンが環境基準を超えて検出されております。ただ、今のとこ

ろ２５の井戸については、岩手県の工事関係とは関係ははっきり分かりません

ので何とも言えませんけれども、ただ、この経緯については岩手県の方に報告
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してございます。 
以上が現場内の調査結果でございます。 
それから周辺の水質ですけれども、これは今までと同様に環境基準値を超え

て検出されるという場所はございませんでした。 
以上のことから、相変わらずの言い方なんですが、現場内は汚染されている

けれども、周辺環境への汚染の拡散は見られていないということが分かってお

ります。 
以上で水質のモニタリングの結果に関する説明を終わらせていただきます。 
次に資料１－２の６ページを見て次のページに入ります。これは資料１－１

の２の２・３・４とありますけれども２の方です。いわゆる、有害大気汚染物

質です。これについては、不法投棄の現場の敷地境界３ヶ所で、揮発性有機化

合物のうちベンゼン・トリクロロエチレン、それからテトラクロロエチレン、

ジクロロエチレンの４種類についての大気中の濃度を調べております。このデ

ータは資料１－１の２７ページに載せております。 
この地域はこの基準は適用されませんけれども、環境庁告示によるベンゼン

等による大気の汚染に係る環境基準という基準に照らし合わせても相当低いレ

ベルであります。従って、現状では敷地外への拡散は無いだろうということが

確認されております。 
その次に大気汚染物質と騒音振動を一緒に説明させていただきます。これは

図の７ページと８ページ、３と４にありますけれども、データは２７ページと

２８ページに書いておりますけれども、いわゆる騒音・振動に関しましては、

あるいは大気汚染物質、これについてなぜやっているかと言うと、いわゆる工

事車両、それから廃棄物を運搬する車両、これによって生活環境への影響がど

うなのかということを調査するために、大気汚染物質として二酸化窒素と浮遊

粒子状物質、それから騒音・振動を測定しております。 
結果として、従前と同様、生活環境に影響はないことが確認されております。 
以上、１７年度の環境モニタリングの調査結果をご報告し、そして次に資料

１－２になりますが、１８年度の環境モニタリングの計画案についてご説明し

てご審議いただきたいと思います。 
まず一つは、資料１－２の１ページでございますけれども、これは調査地点

の変更ということで、４ヶ所考えております。あくまでも、これは現場内の調

査地点の変更でございまして、周辺地域のモニタリング地点の変更はございま

せん。いわゆる、現場内ですから、工事の進捗状況によって廃止せざるを得な

い場所がここの４ヶ所ということでございます。 
それと一つ、ア－２というところは、これは浸出水の水質を監視してきてい

ましたけれども、１７年の６月に水処理施設が稼働しましたので、これで廃止
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する。それから、ア－３０というのは、仮設浄化プラントの放流水の水質を監

視してきたところです。これも水処理施設ができましたので、仮設浄化プラン

トも廃止して、従って測定ポイントも廃止したということでございます。それ

から、ア－５とア－７、これは工事の進捗状況に伴って採水が不能となりまし

た。採水できなくなったので、これは廃止しております。 
それから、新しく追加しております。５ページを見ていただきたいのですが、

先ほど説明したア－２５の上にグリーンで囲っておりますア－２５－２という

のがありますが、これは岩手県側からの流入状況を監視するということで、ア

－２５はございますけれども、１８年度からはもう１本追加して監視を強化し

ていきたいと考え、そこにもう１本追加いたします。それが調査地点の変更に

ついてでございます。 
あと、調査項目と調査回数の変更につきましてご説明します。これはこれま

での調査結果を踏まえて、いわゆる効率的なモニタリングをしなくてはいけな

い、メリハリのついた監視をしていこうということで、調査項目と回数の見直

しをいたしております。ここに書いておりますア－９と１０と２３、これはあ

くまでも遮水壁の効果を監視するために設置しております。従いまして、１８

年度から遮水壁の築造工事というのが本格化しますので、汚染の拡散状況を速

やかに、一番近いところで監視する必要がある、把握する必要があるだろうと

いうことで、揮発性有機化合物を中心として鉛などの調査回数を、今まで年６

回でしたものを年１２回、毎月行うということとして監視を強化していきたい

と。ここに書いていない、変更項目に書いていないものは従前どおりの回数で

いきます。それから、ア－２５と先ほど説明しましたア－２５－２です、これ

は先ほど説明しましたように、ア－２５のところで１，１－ジクロロエチレン

とテトラクロロエチレンが環境基準を超えて検出されましたので、揮発性有機

化合物、これについての回数を年４回今までやっていましたが、それを６回、

２ヶ月に１回に頻度を上げて監視を強化していくと考えております。それから、

周辺の表流水１２ヶ所ございます。それから周辺の地下水３ヶ所、合計１５ヶ

所。これについては、先ほど言いましたア－9、１０、２３、この現場の直近で

現場からの汚染拡散状況を、強化しながら把握していく、監視するということ

にしておりますので、平成１６年と１７年に一度も揮発性有機化合物が検出さ

れていないというところで、年１２回監視していたものについては半分に減ら

して２ヶ月に１回にしようと。ただ、今まで年１回とか４回の場所もあります

が、それはそのままの回数で進めていくと考えております。 
それを一覧表にしたものが３ページにございます。上の方が現場内の１１ヶ

所、それから周辺の１５ヶ所と、その項目によって回数を多くしたり、あるい

は減らしたりしております。 
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それから、あと、今までやってきております有害大気汚染物質、あるいは運

搬車両とか工事車両に基づく大気汚染物質、騒音・振動、これについては測定

の場所、それから項目、測定頻度、これについては全て従前どおりとして継続

しながら監視していきたいと考えております。 
以上が環境モニタリングの調査結果と１８年度の調査の計画案でございます。 
 
続けて、平成１７年度水処理施設についてのご説明をいたします。平成１７

年度の浸出水処理施設のモニタリングにつきましては、資料２－１をご覧にな

っていただきたいと思います。 
これについては、基本的に水の流れとしては現場から入ってきた水が浸出水

のＶＯＣの処理をするところに入っていって、それから一旦貯留池の方に出て、

それから原水槽の方に入り、その原水というのが凝集沈殿処理や生物処理を行

って膜ろ過されて、それからＵＶオゾンとかの高度処理を経て放流されている

と。今、平成１７年度においては浸出水と原水、それから膜ろ過処理水、放流

水、この４ヶ所で水質を監視しております。水質の監視の方法というのは、機

械によって連続的に常時監視する方法と、それから公定法に基づいて手分析で

分析する方法、水質を監視する方法がありますけれども、ここでは１７年度に

おいてはこの二つの方法を並行して実施して、お互いのデータをチェックしあ

いながら監視していっております。 
この表の下の方に、浸出水処理データの確認というところがございますが、

これは、いわゆる特殊事情ということで、平成１７年の６月に稼働したばかり

だということで、浸出水、いわゆる浸出水がどういう水質で流れてきているの

かということをちょっと細かく把握していこうと。それから、処理の状況も細

かく確認していこうということで、年４回の全項目検査に加えて９月と１０月

には原水、膜ろ過水、それから放流水で全項目検査を実施しております。それ

から、９月から１２月にかけては、機械分析連続測定に加えてＣＯＤ・ＢＯＤ、

それからＳＳについては公定法による分析を毎日、あるいは毎週追加して実施

しております。 
その結果として、放流水の水質というのは、当初この協議会でも決めていた

だいた計画放流水質、これを十分満足しているということが確認されておりま

す。また、浸出水の水質についても、計画していた水質よりも相当良い状態で、

比較的安定しながら処理施設に入ってきているということが確認されておりま

す。公定法による分析結果については２ページ以降に載せてあります。これに

ついては、原水、それから膜ろ過水、放流水と並べて整理しております。これ

がモニタリングの結果でございます。 
最後になりますが、１８年度の浸出水の処理施設のモニタリングについて、
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これは資料の２－２に書いておりますが、１７年度のモニタリング結果を踏ま

えましてこの機械による連続測定をしながら公定法に基づく分析を並行して監

視するという、今年度と同様のやり方をしばらく続けていきたいと考えており

ます。１８年度には今年度のやり方をそのまま踏襲しながら進めていきたいと

いう計画にしていきたいと考えております。 
以上でございます。 

 
古市会長： はい、どうもありがとうございました。 
      そうしましたら、先に環境モニタリングの方のご議論をしていただきまして、

その後浸出水処理施設のモニタリング計画についてご審議いただきたいと思い

ますので。それと、環境モニタリングの方は、先に１７年度の調査結果のうち

水質の調査結果と水質の１８年度計画、それを先にやっていただいて、その後

大気、騒音・振動調査結果と計画、そういう順番でご審議いただけたらと思い

ます。 
 まず水質の方について、何かコメント、ご質問等ございましたらよろしくお

願いいたします。 
      川本委員、お願いします。 
 
川本委員： 資料１－１のモニタリング調査結果の中でのア－３についてなんですけれど

も、ちょっと記憶が定かではないのですが、これは表流水という印がついてお

りますので、ヒューム管から流れ出ている水という理解でいいと思うのですが、

これは流れてからどうなっていくんですか、現地で。どこかにまた入り込むん

ですか。それとも。その辺の状況がちょっと思い出せないので。 
 
古市会長： いかがでしょうか。ア－３のヒューム管。 
 
鎌田対策監： 現場の、昔あった中央池というのがありまして、その西側に堰堤がありま

す。その堰堤の下側の方からヒューム管が出ております。その水です。その水

は、今は真っすぐパイプをつないでおりますので、それで水処理施設に入って

おります。 
 
川本委員： 分かりました。じゃあ水処理施設で処理の工程に入っていくということです

ね。はい、分かりました。 
      それともう一つですが、細かなデータで３ページ目にア－１６というポイン

トが、放流支川上流となっておりまして、電気伝導度なども高いのですけれど

も、これは処理施設の放流水が入り込んでいる沢水という理解でよろしいので
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しょうか。 
 
鎌田対策監： はい、放流水が流れ出ていて、そして普通の沢水に入った時点で、混じっ

たところで採水しています。 
 
川本委員： それは、水量的には放流水が大部分なんですか。 
 
鎌田対策監： それが非常にその時期によって、沢水が非常に少ない場合と結構ある時期

と、その時期によって相当違います。 
 
川本委員： これが下流側に行くと１７というポイントでしたでしょうか。 
 
鎌田対策監： はい、そうです。 
 
川本委員： そうですね。そこにはまた周辺から所々で湧水などが入り込んでいるという

ことですね。分かりました。 
      ありがとうございました。 
 
古市会長： よろしいですか。はい。 
      他にいかがでしょうか。 
      大久保さん、何かありませんか。細かいデータがいっぱい出ていますけれど

も。 
 
大久保委員： 全体のデータを見させてもらいましたけれども、現場内に留まっているだ

ろうなという印象を持っております。ここの環境については現在私自身は大丈

夫だというふうに思っております。 
 
古市会長： そうですか。はい、ありがとうございました。 
      他にいかがでしょうか。 
      そうしましたら、水質の方の１７年度の調査結果につきましては、特段コメ

ント等ございませんか。 
      ありがとうございます。 
      そうしましたら、１８年度に向けての調査計画、調査地点が観測不可能にな

った部分は廃止して、少し濃度が高くなっている地点が１・２点ございますが、

そちらについては追加するという計画になってございます。これにつきまして

も何かコメント等ございますでしょうか。 
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      そうしましたら、水質の方は調査結果、それから１８年度に向けての計画、

これは原案どおりで結構だと理解いたしました。 
      では次、大気の方はいかがでございましょうか。 
      これも全て環境基準を下回っているということでございますが。特段ござい

ませんか。 
      はい、ありがとうございます。大気の方もこの調子でと言いますか、頑張っ

てやって下さいということだろうと思います。 
      では最後に、騒音・振動の方はいかがでしょうか。若干騒音のところで１デ

シベルほど超えたものがございますけれども、何か御意見、ございますでしょ

うか。 
      よろしいでしょうか。 
      それでは騒音・振動につきましても、原案どおりで結構だと、この調子で続

けてやって下さいということだろうと思います。 
      それでは次、浸出水処理施設のモニタリング結果及びモニタリング計画につ

きまして、こちらの方はいかがでございましょうか。 
      大久保委員、お願いします。 
 
大久保委員： ２ページ、３ページそうなんですけれども、銅が、例えば膜ろ過水０．０

２とか放流水０．０２。１２月だと膜ろ過水０．０５という数値が出ているの

ですけれども。処理システムの中でどのくらいまで取れるものなのかというこ

とをお聞きしたいと思います。 
 
古市会長： 膜処理水の水質結果ですね。これは、銅の方。 
 
鎌田対策監： 銅につきましてはあまり着目してなかったので。この程度の濃度であれば

気にもしてなかったのですが、どのくらいまで落とせるかということになれば、

ちょっと今の段階ではお答えは難しいかと思います。 
 
古市会長： 去年は０．０５でしたか。 
      事務局の方で別段コメント、水処理施設の方、来られていますか。コメント

していただけますか。 
 
鎌田対策監： すいません。今、この処理施設を造ったところ、今管理しているところの

クボタが来ていますので、そちらの方からちょっとコメントさせていただきま

す。 
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㈱クボタ： クボタの寺尾と申します。先ほど鎌田対策監がおっしゃられたように、あま

りこれについて注目しているわけではありませんので、はっきりしたコメント

はできないのですけれども。一つ申し上げなくてはならないのは、それぞれプ

ロセスについて滞留時間がありまして、例えば、原水で例えば０．０２以下の

ものが膜処理水で増えているじゃないかとか、その次にまた落ちているじゃな

いかというようなものではないと言いますか、スポットで採っておりますので、

同じ水が流れてきて処理して、またその水がそうなってというわけではないの

で、こういう形でコンマ０いくつというのは多少の変動があるものだと考えて

おりまして、膜処理水をしてキレート吸着もずっと動かしてやっておりますの

で、放流水については限界以下ということになっておりますので、我々として

は問題ないのではないかと考えておりますけれども。 
      以上です。 
 
古市会長： はい。この辺、私もあまり良く分からないのですけれども。1 回０．０５が出

ているのがちょっと気になるということでしょうか、大久保さんのご質問。 
 
大久保委員： ０．０５がそんなに多いとか少ないとかということも、私も良く分かりま

せんし、また、時間差が当然あるので、０．０５が途中で増えたとか取れなか

ったとかということは全く問題にしていません。キレート処理がどういうレベ

ルで働いているのかというところを知りたかったことで、きちんと動いて０．

０２程度が限界量ということであればそれでよろしいです。 
 
古市会長： まあ、変動の範囲内だということみたいですね。はい、ありがとうございま

した。 
      他にいかがでしょうか。 
      長谷川委員、お願いします。 
 
長谷川委員： 今のページのところの、真ん中の２７番ですけれども、項目としてアンモ

ニア、あるいはアンモニウム化合物とか亜硝酸化合物、硝酸化合物として出て

おりますけれども、一般的にこの下にあります４１番に全窒素と書いてありま

すので、そういう表示からすると普通はアンモニア性窒素とか亜硝酸性窒素と

いう格好で表示するのが一般的だと思うのですけれども、この化合物というの

はどういうふうなものを含めたもので表示しているのでしょうか。 
 
古市会長： いかがでしょうか。 
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鎌田対策監： この化合物という名前が、計量証明で出て来ているのをこのまま載せたの

ですけれども、多分に確認しますけれども、アンモニア態窒素とか、硝酸態窒

素というようなことだというような分析の結果だと思います。 
 
長谷川委員： 多分、調べていただければいいと思います。多分、この全体的なものを見

ていましても、今、おっしゃるようなアンモニア性窒素とか硝酸性窒素で示し

ているのかなという感じがしますけれども。後で調べていただければ。全体的

にバランスが、ここだけが化合物で、その前の一般的な水については硝酸性窒

素とか硝酸性窒素と出ておりますので、やはり同じような表示で示された方が

いいのではないかと思いますので、よろしくお願いします。 
 
古市会長： そうですね、調査結果の方は全てそういうふうになっていますよね、はい。 
      じゃあ、その辺の整合性をとっていただくことと、化合物と表示したことの

意味合いみたいなことを調べておいて下さい。 
      他にいかがでしょうか。 
      福士先生、お願いします。 
 
福士委員： これは質問ではなくて確認をしておきたいのですが。昨年の話ですと、この

施設に入ってくる原水が中央池の水を入れたとか、いろいろ話があって、いわ

ゆる浸出水そのものだけではなかったというお話でしたが、今現在とか、ある

いはいつ頃から浸出水、原水そのものになっているか、ちょっと確認のため教

えていただきたい。 
      まだ、それともいろんな水が混ざった状態なのか。 
 
大日向副参事： 実は、今、中央池はまだブレンドされている状態だと思っております。

ですから、純然たる浸出水に替わるというのは、もう少し先になろうかと思い

ますが。 
 
福士委員： でも、今、現場を見ると池の水を抜いちゃった状態ですよね。 
 
大日向副参事： そうです。 
 
福士委員： それは分かるんですけれども、前は一緒に運んできて混ぜたとかいう時期が

当初ありましたですよね。わざわざ混ぜたとか。 
 
大日向副参事： そういうことではなくて、基本的に中央池の水を処理施設の方で処理し
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ようということで、中央池の水を浸出水処理池の方、貯留池の方に入れていま

す。 
 
福士委員： それが最初ありましたよね。 
 
大日向副参事： それに、今、浸出水が流下してきていまして、ちょうど今、ブレンドの

状態がまだ続いていると確認しています。 
 
福士委員： 下の貯留池の中でまだブレンドしているのがあるかもしれないという状態で

すか。分かりました。 
 
古市会長： 他に、よろしいですか。 
      長谷川委員、お願いします。 
 
長谷川委員： １－１の１５ページで、ア－２のところでの水質測定を止めるということ

でございますけれども、実は。そこのア－２の水質を今度止めるということで

すよね。いいんですね、それは。ただ、聞きたかったのは、実際にこの処理施

設でモニタリングをしている時の原水の水質なんですけれども、この水質を見

ていますとＢＯＤ・ＣＯＤ、全窒素だけで大雑把に他のモニタリングしている

水質と比較してみますと、このような比率の水質というのが今までの実際の埋

め立て地から出てくる水を測定しているものと関連するものというのが非常に

少ないんですよね。例えば、一番関連性があるのはア－３ですけれども、ア－

３のところ、先ほどの 15 ページになりますけれども、このところの水質を見て

いますと、例えばここでＢＯＤが大体３０００から５０００ぐらいの値ですね。

それに対してＣＯＤは大体１０００ぐらいなんですよ。そうしますと、これは

ＢＯＤが圧倒的に多い。 
ところが、実際の原水となっているのは、ＢＯＤが２０に対してＣＯＤが８

０と逆転していますよね。窒素についてもそういうふうなことで考えると、比

率がどうも合っていないというかね。とすると、じゃあここの浸出水、原水と

なっているのは、どこに起因しているのかなというのが非常に問題なんですね。

実際にこういうところから出てくる時の浸出水というのは、どこで、かなり多

いということはある程度チェックしてないと、ただどこからか分からないで出

てくるというのは非常に危険なこと、処理する方からすると問題が起こります

ので、やはりこれだけの水質はどういうところから起因しているかということ

をもう少ししっかりと押さえておかないとまずいんじゃないかなと思うのです

けれども。 
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古市会長： 長谷川先生。どこからというのはどういう意味でしょうか。不法投棄現場が

ありますね。そこからの浸出水、ＢＯＤ・ＣＯＤを計っているわけですね。 
 
長谷川委員： 今までですと、例えば、さっき聞いたのはア－２のところ、１５ページで。

ア－２のところで止めるというところなんですけれども、ここの水質を見てい

ると、先ほどのＢＯＤとＣＯＤとの比率とか窒素の比率というのはまあ原水と

似ているんですね。ですから、この水が行っているのか。その経路がよく分か

らないから聞いたんですけれどね。そうすると、どこかで原水としてのものが

どういう所でどう出て来ているかというのが分かるようなチェックをしていか

なければならないんじゃないかなということを思いまして。たくさん見ていま

すけれども、ほとんど低いわけですよね。 
それでよろしいんでしょうかということです。 

 
古市会長： 基本的には、ア－２のところというのは、事業所の浸出水のところで、ヒュ

ーム管もここら辺で混ざるんでしたか。そうですよね。 
基本的には同じような水質構成になるはずですね。 

 
鎌田対策監： 実はア－３というのはヒューム管から出て来たものを直接とっています。

このア－２というのは、ヒューム管の水がずーっと流れていったのと、先ほど

川本先生がおっしゃったように他のものも入ってきて、それで流れて行って、

端末、終末と言うんですか、その施設に入る直前の水ですので、その辺は水質

が変わってくると思います。 
 
長谷川委員： そうすると、今、ア－２を測定しないということは、ア－２というのはこ

の新しい施設の原水になるということなんでしょうか。そこら辺がよく分から

なくて質問したんです。 
 
鎌田対策監： ア－２は、こちらの方の１８年度のモニタリング計画、資料の２－２の２

ページに図があります。フロー図があります。浸出水処理施設の処理フローと

いう図面があると思いますが。これの下の方のＶＯＣ処理設備とございますが、

そこに流入というところがございますね。そこに入っていく水が浸出水になり

ます。ですから、それがア－２と同じような水質になっていくと。これが一旦

そこでエアレーションをかけてＶＯＣを飛ばして、そこから貯留池の方に入っ

ていって、それから上の方にあります原水、いわゆる原水槽に入っていく、原

水設備。そこが原水の水質であると。 
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長谷川委員： そうすると、結局原水というのは今までのア－２の水が全てということで、

逆に言うと、ここの施設から出てくるのは全てア－２に集まっていると。それ

をそのまま新しい水処理施設で処理しているということの理解でよろしいわけ

ですか。 
 
古市会長： その辺、ちょっと整理してお話ししていただいた方が。 
 
大日向副参事： ア－２というのは、今まで雨水と浸出水と混合になっていたわけです。

今、鎌田が言ったのは、完全に今度は雨水と浸出水を分離しています。ですか

ら、ア－２が完全というわけではないのですが、雨水と浸出水を分けて、浸出

水の方の水を今ＶＯＣに来る前に調べていると、そういう形になりますので、

これからやっていくのは純然たる浸出水と考えていただいて結構だと思います

が。 
 
長谷川委員： そういうことであると思うのですけれども、実は、今までのモニタリング

結果の水質からすると、今の雨水を排除したわけでしょう、雨水を排除しただ

けで、じゃあ今までのモニタリング結果のＣＯＤ・ＢＯＤとか全窒素と、それ

から現在の原水の水質を見ていると、かなり、項目で言うと、まあ希釈されて

いるわけですから、その希釈というのをいろいろ考慮して考えるとバランス的

に合わないところが出て来ているような感じがするので聞いたこともあるんで

すよ。と言うのは、例えばの話をしますと、年度がかなり変動しているのでよ

く分かりませんけれども、先ほどの浸出水でやっている原水のところですと、

ありますね、２－１のところで浸出水のところで原水がされていますね。そう

すると、先ほど言っていましたようにＣＯＤが８０ぐらい、ＢＯＤが２０ぐら

いですね。窒素が大体４０、トータルで３０とか４０という値ですよね。そう

いうふうなバランスと、それから実際に今までお測りになっているア－２のと

ころの水質のそういうふうな項目で考えた時の比率が、かなり違っているよう

な気がするんですよ。これほど変動しているのかなということも、分かりませ

んけどね。 
先ほどの、資料２－１のモニタリング報で見てみますと、大体、そんなに大

きな変動はないんですよね、この３回か４回やっていますけれども。それに対

して、こちらの方の１－１のところで出ている浸出水のア－２の水質というの

が少しデータ的には合っているのかなという感じはするんです。例えば、もっ

とはっきり言います、例えば、このア－２で言うとＣＯＤが４４ですよね、３

回とも。それに対して窒素が７２なんですよ。そうしますと、これから雨水を
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除いているわけですね。と言うことは、もっと濃くなるはずでしょう、水質的

には。単純計算すれば。そうすると、これより濃くなるとすれば、窒素はもっ

と７０じゃなくて倍とか、１００とかになりますよね。それがここのデータで

言うと、窒素が２３、３０とか４０という値なので、よく合わないから聞いて

みたんですよ。そんなに違うのかな。 
そうすると、さっき聞いたのは、２以外に入ってくるのかなということも含

めてやらないと、今までのデータというのはどういうふうに解釈していいのか

なということになりませんか。 
 
古市会長： どう言ったらいいのかな、二つ問題があってね。いや、もうそろそろこれは

止めたいと思いますけどね。長谷川先生がおっしゃっているのは、ルートごと

に考えてみたらそういうＣＯＤ・ＢＯＤ、また窒素、そういうもののバランス

が浸出水だけのものと雨水だけのもののルートをやったら直感的には合わない

じゃないかというお話ですよね。それが観測データがうまく分析できていない

のか、それとも実際それほど単純なルートでつながっているのかという問題、

両方あるんですよね。その辺、今見ていますと時間が経ちますので、少しチェ

ックしていただけますか。ただ、ＢＯＤとＣＯＤでは分解の仕方も違いますか

らね、ＣＯＤはなかなか下がりませんからね、これはね。だから、そう単純で

はないと思うのですが、もう一度ちょっとデータをチェックしていただけます

でしょうか、ルート。大きなところでね、やはり水質をトータルでバランスを

捉えていないといけないと思いますのでね。その辺、多分やられているとは思

いますので、もう一度確認していただけますでしょうか。よろしくお願いしま

す。 
ということで、じゃあ時間が、他のものの議論もございますので、モニタリ

ング計画の方は今のご議論以外はこれで結構だということで、予定通り進めさ

せていただきたいと思います。 
それでは次、協議事項が終わりまして報告事項に移りたいと思います。まず、

県境におけるトレーサー試験結果が今回中間報告できるようになりましたので、

その辺のところをまず事務局の方から問題の背景を話していただいて、その後、

北大の方からトレーサー試験の結果の報告をさせていただきたいと思います。 
ではよろしくお願いいたします。 

 
堤室長： それではまず県の方から、トレーサー試験ということで背景を簡単にご説明し

たいと思います。資料の３－１をご覧いただきたいと思います。これは前回も

若干申し上げましたのでだぶるかもしれませんけれども、お聞きいただきたい

と思います。 
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実はここは、分水嶺が岩手県にございまして、岩手県側から汚染水が流入す

るというような状況にございます。そういった状況を踏まえまして、岩手県側

から汚染水が拡散しないように、かねがね岩手県側に対して強く申し入れてき

たところでございます。その経緯がそこに書いてございます。１５年度からこ

の問題が始まりまして、技術部会というところでこの問題が懸念が出されてご

ざいます。１５年度には遮水壁の設置、それから汚染水の処理を共同でしよう

ということで提案したわけですけれども、岩手県から拒否されたということ。

それから、それを受けて本県ではやむなく県境に遮水壁を造ろうということ。

それから、処理能力が１５０トンの処理施設を設置しようということで環境省

に計画を提出してございます。その提出を受けまして、環境省では、岩手県が

青森県側に汚染水を流出させない対策を取るということでしたので、本県では

県境部に遮水壁設置を取りやめた経緯がございます。 
しかしながら、１６年度に入りまして、岩手県側から県境部の遮水壁はいら

ないというようなことが出されまして、そういったことからうちの県の浸出水

処理施設の処理能力が非常に不足になるのではないかというような懸念が生じ

たわけでございます。それを受けて、岩手県に対して強く遮水壁を造っていた

だきたいということ、それから環境省に対して調整を要請したところでござい

ます。 
平成１７年に入りまして、岩手県側もいろいろ検討した結果、従前の方針を

改めまして県境部に遮水壁が必要であるというようなことになりまして、ここ

にありますように、汚染水が流出する、あるいは青森県側に流入するというこ

とを岩手県側も認めまして遮水壁を造るということになりました。 
それで、県の協議会で、それに対しまして条件を付して了承したというよう

な経緯がございます。 
こういった経緯があるわけですけれども、本県は、下の方に書いていますよ

うに、一貫して環境保全に適切な対策を講じてまいりました。今後ともこの姿

勢を堅持しながら原状回復対策を進めていきたいと考えてございます。 
そういった経緯をふまえまして、実は調査ということになるわけですけれど

も、この四角に囲んでありますように、平成１４年１２月の技術部会の資料で

すとか、それから昨年の２月にこの協議会に出されました資料、これらにより

ますと岩手県側から青森県側に約６０トン、こういった量の地下水が流入して

いるというような推定結果が報告されてございます。 
今回、中間報告いただきますのは、こういった推定結果を、実際地下水がど

ういうふうな流れになっているのかということを実証するために行ったもので

ございまして、その試験が、ここにありますように詳細な試験ということでト

レーサー試験を行ったものでございます。それについての報告をこれから北海
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道大学の石井先生にお願いするというようなことでございます。 
私から以上でございます。 

 
古市会長： はい、ありがとうございました。 

今、堤室長の方から、従前の青森県側の主張がやっと認められたという経緯

についてお話いただきました。改めてここでこういうことを申し上げる背景が

実はございまして、この経緯は、今、堤室長がおっしゃられたとおりなんです

けれども、未だに、なぜ最初に県境を挟んでおりますけれども、汚染地域は一

ヶ所じゃないかと、それを県境で分けているだけじゃないかと、なぜ一緒にや

らなかったというようなお話が、やっぱり原点に戻るんですね。でも、青森県

は、冒頭から書いてありますように、「一緒にやりましょう」という申し入れを

して、「２１０トンの共同処理をしましょう」というお話があったわけです。 
しかるに、「そうじゃない、それぞれ分けてやりましょう」というふうに岩手

県側からの希望があり、それで始まったんですが、それぞれ自分の区域内の汚

水についてはしっかり処理をするんだという約束の下だったんです。 
実は、そのことで１５０トンで青森県はやってきた。もう造ってしまったと。

しかるに、その約束が実行されなかったと、これは大変だと。６０トン、どう

するんだと。ここが問題なんですね、問題の２番目。１番目は共同処理すべき

であったというのが１点目。６０トンが宙に浮いたというのが２点目。 
そういうものを踏まえて、今回、両県一緒にやりましょうという形になった

のですが、過去、この辺のところはしっかりレビューしておく、確認しておく

必要があると私は思います。 
と言うことで、その部分のトレーサー試験結果が出ておりますので、その辺

を石井さんの方から説明していただくことにしたいと思います。 
じゃあ石井さん、よろしくお願いします。 

 
石井助手： 北海道大学の石井と申します。今回、青森・岩手県境におけるトレーサー試

験結果についてということで報告させていただきます。 
去年も同じような発表をしていますので、ちょっとおさらいから。なぜこのよ

うな調査が必要になったかという経緯から説明させていただきます。 
これは２００２年の１１月に測定された、実を言いますと平成１４年の第２回

技術部会の資料でございますけれども、この時に、いわゆる両県で地下水を一

斉に測定して、両県全体での地下水の流れを把握する必要があるという技術部

会の提言がございまして、それを経緯にしてこの１１月に測定した結果のもと

に作られた地下水のコンターです。 
ご存じのように、地下水は、地下水の高いところから低いところに流れますの
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で、この青い矢印で書いたような方に地下水は流れていると当時は推測されて

おりました。ここに県境がございまして、岩手県側にこのような分水嶺がある

と。 
従いまして、従来から、この技術部会の時から岩手県側から青森県への地下水

の流れの存在というものが、先ほどお話があったように懸念されていたわけで

す。 
それから、実際にじゃあ地下水コンターだけではかなりマクロ的な大きな話で

すので、実際に県境を流れている地下水はどうなんだろうということで、そこ

までは正確な把握はされていなかったということです。 
もうちょっと分かりやすく言いますと、ここに分水嶺がございまして、こちら

側に県境がございます。こちら側が岩手県側、こちら側が青森県側ということ

で、ここは降雨以外の涵養はありませんので、基本的に降ってきた雨が地下水

になって、分水嶺を境に岩手県側、それから県境、青森県側に流れるという構

造になっています。 
しかしながら、県境が分水嶺よりも西側にありますので、実際の時にはこの県

境と分水嶺の間に降った雨が地下水になって、そこの地下水は分水嶺より左側

にありますから、県境を通って青森県側に流れ込むといったことになります。 
このような背景を踏まえまして、去年は県境に５本程度ボーリング調査を新た

に行ったのと、また今までの調査データを踏まえまして、数値シミュレーショ

ンによって地下水流れを推測しました。１０月、１１月ということですので、

比較的降雨量が少ない時期ですので、１．４ｍ3／日が実際に地下に浸透する量

だということを設定して解析した結果がこちらになります。赤い所が地下水が

一番高くて、順にオレンジ、黄色、青色となる順に地下水は低くなっていきま

す。従いまして、地下水のシミュレーションからしましても、この水色の矢印

にありますように、大きくは岩手県側の方から青森県側の方に今地下水が流入

してくると。 
こちらの図はちょっと難しいのですけれども、観測された地下水のデータと実

際の計算した地下水がどれぐらい整合性が取れているかということで、斜め４

５度の線に、線上に乗っているデータに関しては観測データと計算のデータが

合っているということで、数値シミュレーションの精度を表しています。この

図から見ても、比較的このシミュレーションは現状の地下水の観測データはよ

く表現できるものとして表されます。 
このような調査を去年させていただいて、結局、去年の結論は、県境から推定

ですけれども５８ｔ／日、一日に５８トンぐらい、結論では数十トンぐらいは

流れてくるだろうということで推測させていただきました。これが去年までの

経緯でございます。 
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そこで、先ほどお話があったように、さらに実証的な試験を行う必要があると

いうことで、さらに詳細な調査を行いました。行った試験はトレーサー試験と

いう試験です。簡単にトレーサー試験について説明さしあげます。これは地下

水の断面を表したものです。ここが地面で、下に地下に行くという形ですね。

下に地下水面がありまして、地下水がある。それから下に難透水層、今回の現

場では凝灰角礫岩ですが、そういうものがあるということです。ちょっと左か

ら右側に地下水が流れていると想定して下さい。そこに二つの井戸を用意しま

して、片方の井戸からトレーサー物質、通常はＮａＣｌ、塩だとか、あとは色

の付いた染料、そういうものをここから流して、そうするとそういった物質が

地下水流れとともに流れていくと。下流側にある井戸から定期的に水質を測定

すると、この入れたものが出てくるということで、実際にこの井戸間の地下水

の流れの存在がこのトレーサー試験を行うことによって分かることになります。

また、入れた時間、入れた時を０として、ここから検出された時間を解析する

ことによってこの流れている地下水が実際どのくらいの速度で流れているのか

ということも分かります。 
もうちょっと視点を変えて、この次は断面で上から現場を眺めたような形にな

りますけれども、例えば、ここにトレーサーを注入すると地下水流れが左から

右の方に流れていますとトレーサー物質は徐々に徐々に広がっていきます。観

測井戸をいくつか用意しておきますと、ある井戸ではトレーサーが検出された、

ある井戸ではトレーサーは検出されない、こういうような調査を行うと、今、

この絵の場合ですとこことこの井戸には検出されたけれども他の井戸では検出

されていないということで、おおよそここの井戸から流れたトレーサー物質は

これぐらいの範囲に広がって移動しているだろうということで、影響の範囲が

推定できるということで、スピードと範囲が分かるということで、このトレー

サー試験というものが非常に今回の問題に対しては有用であるだろうというこ

とで用いることにしました。 
実際、どういうような物質を用いたかということで、今回は廃棄物層ですので、

簡単に塩とかを用いてしまうと、廃棄物層はかなり塩類が高いですので計算を

すると何トンというオーダーで塩類を入れなければいけなくなる、これはちょ

っと試験には用いられないなということで、今回はインジウムとホルミウムと

いう、いわゆる希土類、自然界にごく微量にしか存在しない金属を使うことに

しました。これは特殊な分析法で測りますと、非常に微量でも検知可能である

ので、いわゆるトレーサー物質として周りの環境に影響を与えることなく、ご

く微量のトレーサーを入れるだけで先ほど言ったような調査ができるというこ

とです。従って、そういう微量で検知可能という特徴を活かすことによって、

これはトレーサー物質としてすごく優れており、先ほど申しましたけれども非
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常に精度が極めて高い手法として評価されております。最近、様々なところで

こういうトレーサー物質が使われているということです。これは当然毒性がな

く、安全なもので、当然低濃度で使うということです。分析機関としては、今

回は青森県環境保健センターと九州環境管理協会、この二つの場所で測定して

いただきました。 
実際にどのようにやったかと申しますと、これは現場の地図になります、県境

がこの辺にあると思います。それで、こちらが岩手県側のイ－７という井戸で

ございます。それから、上からア－２７、２９となっています。Ｂとついたこ

の五つの井戸がございますが、これは今回トレーサー試験用に新たに掘った井

戸でございます。それから、従来からあるア－２、ア－２３とあります。ア－

２は、先ほどこっちからの議論にあったものとはちょっと違いまして、これは

旧の、昔のア－２の井戸でございますので、ちょっとこの辺だけ誤解ないよう

にお願いしたいと思います。それから、先ほどのア－３、ヒューム管、ア－７、

旧のア－５、ア－１０、このぐらいの範囲で井戸を設けました。 
実際、インジウムをイ－７から、それからホルミウムをア－２７から２００５

年８月１８日に投入いたしました。サンプリングは、入れた時は一日２回、あ

るいは一日１回のサンプリングをして、大体１１月末まで定期的にサンプリン

グをしております。 
試験結果の一例ですけれども、拡大した地図を載せますけれども、ここが先ほ

どのイ－７です。ここがア－２７で、それぞれインジウムとホルミウムを入れ

たところです。ここが先ほどの県境で、今回新しく掘った井戸です。平成１７

と書いていますけれども、先ほどのＢ１、Ｂ２、Ｂ３、Ｂ４と読んで下さい。

この結果はＢ２の地点での結果です。トレーサー注入を８月１８日にいたしま

して、まず青い線ですけれども、ホルミウムがこのように出たと。それからイ

ンジウムがこれぐらいに出て、若干これは測定のばらつきの範囲だと思います

けれども、ちょっとありますけれども、本体はこちらに出ているということで、

イ－７からＢ－２に入れたインジウムがこのＢ－２で検出された、あるいはア

－２７に入れたホルミウムがＢ－２でこのように検出されたということで、イ

－７からＢ－２、それから、お手元の資料ここですね、ア－２８となっている

のですけれども、２７に変更して下さい、すいませんでした。ア－２７からＢ

－２に実際に地下水の流れの経路、大きく地下水のコンターからこちらの方向

に流れているということは分かってはいたのですけれども、今回、実際の物質

を流すことによって、こういう実際の経路があるということが確認実証された

ということになります。 
実際に、出て来た時間を測定しますと、イ－７からＢ－２は大体９０メーター

ございます。そこを大体２５日間で出て来ました。それで、ざっと透水係数を
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計算しますと、大体１０の－３乗のオーダーになります。これは、去年私がこ

の場で、大体この辺の県境の透水係数は大体１０の－４乗から１０の－３乗ぐ

らいのところにありますよと発表させていただいたのですけれども、それと同

じような値になっております。 
また、ホルミウムに関しては、ここは６０メーターを１９日で到達したという

ことで、こっちの方が若干スピードが速くなっております。 
それから、じゃあ全体の井戸でどうだったのですかということで、インジウム

が検出された井戸ということで示しております。検出された最大濃度別で表示

しています。赤色が１μg／l 以上検出された井戸、それから緑色が０．１から

１μg／l 検出された井戸です。ちなみに、調査、トレーサー試験を行う前にバ

ックグランドとして測っていますけれども、ちなみに０．０１μg／l 以下とい

うことで、これで大体バックグラウンドよりは１０倍以上、１００倍ぐらいと

いう形になっております。インジウムはイ－７に入れましたけれども、この赤

いポツを見ていただければ分かるのですけれども、確かに岩手県側の方から青

森県側に伝ってずっとこう流れていくというのが見えます。また、ア－２３と

いうところも、若干こういうふうにこっちにも広がっているという様子が見て

取れます。 
それから、同じようにホルミウムですけれども、ホルミウムはア－２７に入れ

ました。ア－２８を通って。この辺、全部検出されているのですけれども、や

はり大きく岩手県側の方から青森県側の方に流れていくというのが見て取れる

と思います。 
まとめですけれども、今回のトレーサー試験により岩手県側から青森県側への

地下水の流入が、これまでは地下水の大きなコンターとか大きな流れでしか把

握できませんでしたけれども、今回は実際にそういうトレーサー物質を流すと

いうことで地下水の流入が実証されたということになります。 
以上で報告を終わらさせていただきます。ありがとうございました。 

 
古市会長： 石井さん、どうもありがとうございました。 

今、見ていただきましたように、説明にもあったかと思うのですが、十分岩

手県・青森県の合同検討委員会の時にもボーリング等によりまして、水文デー

タ等によりまして、岩手県側から青森県側に地下水がかなり流入するというこ

とが予測されていたわけですね。しかるに、その部分が無視されていたという

ことで、今回のような６０ｍ３／日の分の検討を具体的にどうするかとなったわ

けですけれども。 
いろいろあります、議論は。ただ、ここがなぜ汚染したか、不法投棄現場に

なったかという検証があってしかるべきということで今までやられました。あ
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る程度両県でやられました。その後、汚染が発覚して、今後調査して修復をか

けていくということなんですが、その調査過程とか、汚染の修復に向けての対

策過程とか、そういうものも実はしっかり検証されていく必要があると思うん

ですよ。私、残していく必要があると思うんですね。これは当たり前のことで

して、国費・県費・税金が使われているわけです。そういうお金を投入してや

ったことですから、無駄ではない。と言うことは、やっぱりどこかで実証して

いかなくてはいけないんですよね。だから、「なあなあ、まあいいじゃないか」

という日本人的発想、「間違ったんだったらそれでいいよ」というような話では

ない。この辺のところをしっかり総括していく必要があるんじゃないでしょう

かというのが１点目の議論。 
２点目が、そういう事実を残していくということが、他の、日本国内には１

００万ｍ３以上の不法投棄現場が５、６あります、実は、あるんです。そういう

ものへの調査対策へ、この両県の経験を活かしていけないと、いかないといけ

ないと思うんですね。それはしっかりここで事実関係なりを、そういう経験を

総括して残していくべきだと思いますね。 
こういった２点の意義で、前回に続きましてまたしっかり実証の部分を示さ

せていただいたというのが今日の中間報告でございます。 
これにつきまして、ご質問等ございましたら、是非お願いしたいと思います。 
長谷川委員、お願いします。 

 
長谷川委員： 教えていただきたいのですけれども、ここでホルミウムとインジウムをお

使いですけれども、これ、多分パルス的な入れ方をしていると思いますけれど

も、濃度と量はどの程度でやっておられるかということを教えていただければ

と思いますけれども。 
 
古市会長： 石井さんの方から。 
 
石井助手： 非常に濃度とかを決めるのは難しいんですよね。入れたはいいけれども全然

出てこないということがよくありますので、ただ沢山入れすぎるのも良くない

だろうということで、いろいろトレーサーを作っている会社と慎重に相談させ

ていただきながら、通常はこのぐらい入れるんだけれどもねという話も聞きな

がらやりました。 
今回は両方５００グラムずつ入れさせていただいております。私の計算によ

りますと、大体、僕の計算がバックグランドから１０倍から１００倍ぐらいの

間に入るようにということでやっていますので、大体予想通りの、計算した、

いわゆる測れる範囲で最低限の量を、自負ですけれどもうまくできたのではな
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いかなと思っております。 
 
古市会長： はい、どうぞ。 
 
長谷川委員： グラムではそうですが、濃度的には。 
 
石井助手： 重金属みたいな形ですので、そのまま入れると土に吸着してしまうんですけ

れども、今回は吸着が、多分そこの特許だと思うのですけれども、吸着しづら

いようにキレートみたいな形にして、いわゆる融けやすい、移動しやすい形に

してやるんですね。ですから、買った時は本当にちょっと色の着いたキレート

剤みたいな、そういう薬品として入れることになります。 
 
古市会長： よろしいですか。 

これのトレーサー方法は、通常の検知の２レベルぐらい下が測れるんですよ

ね。かなりの低濃度でも検知できる。その代わり非常にコストが高いですけれ

ども。信頼度はかなり高いと思います。 
他にいかがでしょうか。 
小原さん、いかがでしょうか。 

 
小原委員： ２５日で９０メートルというのは、やっぱり調べた高さにもよるんですか。

この辺一帯、周りに拡散するとして、そのぐらいの速さで地下水が流れている

と理解してよろしいのですか。 
 
古市会長： これも、地下構造というのは非常に均一ではなく不均一なものですから、ま

してや土壌ではなしに廃棄物等が埋まっていますと空隙が非常にあったりする

んですね。ですから、かなりバッと流れてくる場合もありますし、全くその場

合によったら難透水性のものがあれば来ないということもあり得るんですね。

大きな平均の中での結果ということになりましょうかね。 
 
小原委員： 物によると思うのですけれども、いろいろ廃棄物が入っていて、今の地下水

に入っているとすれば、もちろん溶けやすい、溶けにくいとか、吸着しやすい、

しにくいという差はあると思うのですけれども、そうすると汚染物質のある物

については、今の二つの試薬と同じように地下水の中に流れていったと思って

もいいのでしょうか。そこのところが。 
今は地下水がどう流れているかというのを調べたと思うのですが、汚染物質

があったわけですから、廃棄物があったわけですから、それも地下水に乗って、
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物によって溶ける、溶けないというのはあると思いますけれどもね。流れてい

たと考えてもよろしいのでしょうか。 
 
古市会長： 二つ問題がありまして、今やりましたのは、地下水が実際にそういう方向に

流れているかどうかということを検証するというのが１番目ですね。その前に

申し上げなければいけないことは、要するに、汚染物質が水質として溶解して

地下水に乗っていくわけなんですけれども、それを正確に予測するためには、

地下水の流速なり流向なりをしっかり押さえる必要があるんです。これはベー

スなんですね。だから、地下水が流れて行っているということは、それに溶解

して汚染物質も流れて行っているということなんです。 
ですから、今の場合は、特に地下水の流れということに重点をおいて、確か

に流れておりますよ、このぐらいのスピードですよということをお出ししたわ

けですよね。ですから、当然それに溶解してＶＯＣ、溶けにくい物質ではあり

ますけれどもＶＯＣも溶けて流れて行っていると。ＢＯＤ、ＣＯＤ物質も同様

ですよね。ですから、地下水が流れているということは、汚染物質も流れてい

ると考えられます。 
 
小原委員： すると、今の調査をもう少し深めると、因果関係と言うんですか、それぞれ

今、ＶＯＣでもベンゼンだとかいろいろあるわけですが、そういう因果関係も

調べようと思うと調べられるんですか。今は２点から注入して、下流で調べま

したですね。そういうものを、いろんなベンゼンやらいろいろな物が入ってい

るとして、今のテストから見てどのぐらいに拡散するとかしないとかというの

も推定、そういうことはできるんでしょうか。 
常識外れた質問しているのかもしれません。 

 
古市会長： この分野の専門家である西垣先生、ちょっとフォローしていただきましょう。 
 
西垣委員： 今、古市会長の方から、今日の資料の最初に現状の調査の、１－１ですかね、

１－１の資料の２７とか２４ですね、これにア－２７とか２８のところでＶＯ

Ｃ系の汚染が出ています。今回はほとんど基準以下でしたので、あまり大きな

話題にならなかったのですけれども。これも、まさに県境のところでの井戸で、

水質を分析しております。これがどこから来ているんだという話になったんだ

と思うんですね。最初、汚染の総量から話をしていて、総量で６０トンぐらい

足らないよと、何とかしなければならないという話で、この県境の２８とかそ

の辺、どこから来ているのかなということで、上から雨が降ってそのまま汚染

したやつが流れて、それが左側へ流れて行っているかなということではなしに、
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やっぱり県境の右の方から左へ来ているんじゃないかということで、今、トレ

ーサー試験をされますと９０ｍぐらいを２５日ぐらいと。これは僕らにとって

もものすごい速い流れだなと思いますけれども。場の透水係数がパミスで、１

０の－３乗ぐらいで、比較的いい透水係数の火山性のもの、風化したものがあ

るということと、それとさっき会長からありまして、これは地盤の中を全部均

一に流れているのではなくてどこかパスで流れていますから、今回も、まあこ

れは非常にこれだけのキャッチで掴まえたのは沢山井戸を造られたのは良かっ

たんですけれども、これは直角方向ですけれども、１７－Ｂ－２に大きく掴ま

えられた。後のところは少し薄いような状況で掴まえられていると。 
ですから、右から左へどうも来て、ア－２８とか２７のようなところの汚染

はどうも右から来ているような状況だということが分かると思います。 
実際に両方の水位差を測りまして、その場の水の流しやすい、さっき石井先

生がおっしゃられた透水係数というのがあります。大体流速というのは決まっ

てきます。ただし、土の中の間隙を流れていますから、実際に流れる速さはも

っと速く流れますので、僕らはその流速を、土の中がどのぐらいの間隙ですか

ということで、０．なんぼで割り算しますので。ですから、その結果が９０ｍ

を２５日で流れた速さになっていると思います。 
ですから、その後のことでおっしゃられているように、広がりとかそれは破

過曲線と言うんですか、石井先生が説明した７ページの下のこのグラフを見て

いて、ピークが立ち上がって、いつこう立ち上がってきますかというのを求め

ますと、場でどのぐらい薄まっていきますかということもある程度予測できる

と思います、今後処理していけば。 
 
古市会長： ありがとうございました。補足ありがとうございました。 
 
小原委員： もう一回だけ。そうすると、今大体廃棄物が捨てられた場所に、およそどの

くらいかという、立体的にある程度分かっているじゃないですか、岩手県でい

えばＡ地区、Ｂ地区って。 
 
古市会長： 廃棄物の保存状況は全部ボーリングで分かっていますよね。 
 
小原委員： それで、主な性質もある程度抽出して分かっていますよね。そうすると、今、

地下水の流れがおよそ分かるとすると、どういうふうに動いているのかという

のが、ものすごく荒っぽくシミュレーションというか。 
 
古市会長： 実は、その辺のシミュレーションはもう既にやっていたんですよね。去年の
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段階でも出していますし。ただ、シミュレーションというのは、あくまでも平

均的な透水係数なり物質の分散係数なんですよね。それを精度を上げてやれば、

かなりの予測はできると思います。そうすると、かなりそういうトレーサーテ

ストを多くやらないとそういう値というのは決まりませんよね。 
ただ、今の場合、遮水壁等で広がりを押さえた上でやろうとしていますから、

場内をそれほど詳しくしてもあまり意味ないんですよね、あまりね。むしろそ

れは場外にそういうのが危惧あればね、今のはないですけれども、あればそう

いうトレーサー試験でやるということもあり得ます。 
だから、今回のこれのポイントは、実際にそこに入れたものが、右側のとこ

ろと上のところと２ヶ所いれましたよね。そこから必ず検知されたところまで

行っているということなんです。と言うことは、その地下水の流れがあるとい

うことなんです。こちらの方が重要なんです。シミュレーションでは行くだろ

う、水分布にしても行くだろうということは分かっていたのですが、実際行っ

たかどうかというのはどこかで検証しないといけないということなんです。こ

れはかなり精度が高いものですから、ごくごく微量でも検知できるんです。 
 
小原委員： 私どもはどちらかと言えば周辺にどうなっているかというのが一番気になっ

ているところですね。これまでの結果ではいずれもその周辺には広くは拡散し

ていないという話がずっとされていて。ですから、大丈夫なんだろうなと思っ

ているわけですが。それが一番気になっているんですね。今、これから撤去作

業がどんどん進めば、中の物は減っていくわけですから、周辺に拡散する前に

無くなるだろうと思っているのですけれども、その周辺にどう拡散しているの

かというのが一番気になりまして、今のような地下水が流れていて、それが２

５日で９０メートルというのは速いなあと私は思ったわけですが、そういうこ

とで、周りにもし流れているとすれば、もう既に５年、６年経っているわけで

すから、既に流れた分というのはいずれ四方にずっと浸透していくんだろうか

と。そうすると、私達はずっと心配し続けなくてはならないのかなと素朴に思

ったものですから。 
 
古市会長： おっしゃる通りだと思いますけれども。その辺の危惧があるからこそ拡散防

止ということで、早く遮水壁を造りましょうということなんですね。おっしゃ

る通りだと思います。 
言えば言うほど細かい話になってしまいますので、このぐらいにしたいと思

うのですが。危惧されていたことが、危惧というのは県境を通して６０ｔ／日

の汚水、それに対してやはりそれなりの対応を岩手県はしないといけないとい

うことが今回判明したというのが結論でしょうか。 
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地形的には、しつこいようですけれども、中央池があって、ここの水がなか

なか減らないというのは、やっぱり右側の方から常に涵養されていたというこ

となんですよね。もう分かっていたことなんですけれど。それと、上の方から、

ア－２７から来ているということは、これも昔の谷間ですからね、ここに水道

みたいなものができているのも間違いないんですよね。ただ、それを今回確認

したということだろうと思います。 
他にございませんでしょうか。 
先ほど、しつこいようですけれども、この辺のところはしっかり記録を残し

て、総括していく必要が私はあると思いますので、こういうことは今後の対策

に活かしていきたいと考えます。 
何か特段ご質問とかコメントがなければ、次に移りたいと思いますが、いか

がでございましょうか。よろしゅうございますか。 
ありがとうございました。 
では、次、ちょっと時間が押してございますけれども、工事の進捗状況につ

きまして、資料４に基づいて、これは大日向さんの方ですかね、よろしくお願

いします。 
 
大日向副参事： それでは資料４で説明してまいります。 

資料４の１枚目が平面図でございます。それから２枚目が工程表でございます。

それから３枚目が９月の現場の状況でございます。これで、一番上の平面図で

ご説明していきます。 
１７年度に着工しました鉛直遮水壁工事は、平面図の緑の点線で表しているラ

インでございまして、５工区に分割して発注してございます。北側から１、２、

３、４、５、こういう形で発注してございます。この内、現場で一番低い、い

わゆる浸出水が集まる、先ほど石井先生が言いましたけれども、この３工区に

つきましては優先的に施工を進めてございます。３工区につきましては、春の

融雪期前までに遮水壁部分を完成するということで、現在進捗率は８０％でご

ざいます。ですから、春までには３工区の低い部分は全部遮水壁ができるとい

うことでございまして、４月からは、ここに書いています一番低い所にマスが

ございます。浸出水貯留槽、雨水接合槽という形でマスがございます。我々は

集水ピットと呼んでおりますが、これが４月から着工いたします。 
また、３工区以外、１、２、４、５工区につきましては、遮水壁を打設する機

械を設置するための仮設道路が完了しておりまして、進捗率は約２０％になっ

てございます。こちらの方は、１、２、４、５工区につきましては４月からい

よいよ遮水壁部分に着手する、そういう形でございます。 
その他にラグーン側、いわゆる１、２、３、４工区の一部でございますが、実
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は３工区を施工した段階で大きな転石、いわゆる大きな石が地中にございまし

て、相当、我々当初は小さい転石だろうという判断をしてＴＲＤを使っていた

のですが、実際、３工区をやりますと１メートル５０のケーシング、大きな大

口径のボーリングのケーシングに石が挟まってしまう。ですから、少なくても

２メートル程度の転石が点在していると。そういうことで、１、２、３、４の

一部、この部分をやはり転石を砕いて施工しなければいけませんので、この部

分につきましてはＴＲＤからＣＤ工法に変更したい。４月から施工していく。 
３工区と違いますのは、現地の土が使えるということで、現地の土と転石部分

につきましては一部購入土を入れまして、ソイルセメント壁を造っていくと、

そういうことで考えてございます。 
それから和平高原側でございますが、いわゆる４工区、５工区、この和平高原

側につきましては転石が入っていないというのが試掘調査の結果分かっており

ますので、こちらの方は従来どおりＴＲＤ工法で４月から施工していくと、そ

ういうことで考えてございます。 
工事の進捗状況は以上でございます。 

 
古市会長： ありがとうございました。一部工法をＴＲＤからＣＤに代えたと。それは掘

ってみたら大きな石がいっぱいあったということですね。 
いかがでしょうか、何かご質問とかコメント等、ございますでしょうか。 
順調に予定どおり進んでいるということですね。 

 
大日向副参事： はい。 
 
古市会長： 資料４の２ページ目については、後の報告事項の４ぐらいの時でお話しされ

るのでしょうかね。撤去計画とかもこれから入ってきますよね。 
 
大日向副参事： こちらは、ここに書いています工程表でやっておりますので、後で撤去

の方の数量とかそういうものは、石川の方から説明させますので、よろしくお

願いします。 
 
古市会長： じゃあ今、鉛直遮水壁工事の部分についてお話していただいたということで

すね。 
いかがでしょうか。ございませんか。 
ありがとうございました。 
では、次の報告事項に移りたいと思います。３番目、その他の調査結果で、

農産物等のダイオキシン類調査の結果について、これは資料５ですね。それか
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ら２番目の魚類のダイオキシン類調査の結果について、これは資料６になって

ございますが、これは続けて石川さんの方ですか。 
よろしくお願いします。 

 
神副参事： 資料５をご覧下さい。今年度に実施した米・枝豆・にんにくのダイオキシン

類分析調査の結果についてご報告します。 
このペーパーの２の（１）から、上から米、枝豆、にんにくの順です。また、

左から今年度、昨年度、一昨年度の調査結果が載せてあります。 
結果を見ますと、今年度は過去のデータ、あるいはこのペーパーの一番下の

欄に農林水産省で実施した、全国で実施したデータを載せてございますが、そ

れらと比較した場合に十分に低い濃度であったということでございます。 
以上です。 

 
古市会長： はい、ありがとうございました。農作物に関するダイオキシン類の分析結果、

３種類のものですね。はい。全国の平均値に比べても十分低いということにな

っています。ただ、０と書いてありますのは定量下限未満であるということで

０と表記しているということでございます。 
いかがでございましょうか。何かございますでしょうか。農作物の方はダイ

オキシン類の方は十分低い濃度になっているということですね。 
ありがとうございました。 
そうしましたら、報告事項の最後になりましたが、一次撤去の進捗状況と本

格撤去時における撤去計画の策定についてということで、これは資料の７－１

と７－２に基づいて、事務局からご説明よろしくお願いいたします。 
 
石川副参事： 会長、その前にもう一個資料がありまして、資料６の魚類のダイオキシン、

まだ報告になっていませんので、うちの方の稲宮から報告いたします。 
 
稲宮主幹： それでは私の方から、資料６で魚類のダイオキシン類調査結果についてご報

告いたします。 
この調査は、生物影響調査の一環として行ったものでございまして、現場下

流の杉倉川、熊原川に生息する魚類の安全性を確認するため、現場下流から採

捕したヤマメのダイオキシン類の調査を実施したものでございます。２に分析

調査を示してございますけれども、今年度の分析調査の結果は表１に示してご

ざいます。この結果を表２に示してございます、これまで国が全国で実施して

公表した調査結果から、ヤマメはサケ科でございますので、同種のサケ科の魚

類の調査結果を示しておりますが、このデータと比較をいたしますと、今回の
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調査結果はヤマメを含むサケ科の魚類の調査結果と比較いたしまして同程度と

いう結果でございました。 
以上でございます。 

 
古市会長： はい、ありがとうございました。これにつきまして、何かご質問等ございま

すか。 
川本委員、お願いします。 

 
川本委員： ヤマメのこの調査結果なんですが、これは検体数はいくつなんでしょうか、

表１の方について。 
 
稲宮主幹： お答えいたします。検体数は、２の分析調査結果のところの２行目に示して

ございますけれども、全部で４匹のヤマメの可食部のみ、５５．３グラムを分

析に供した結果でございます。 
 
川本委員： そうですか、はい。それで、表の２の方が全国的なデータとの比較になるの

だと思いますが、ヤマメということで限定していくと、公表されている数字の

２．０より若干高いわけなんですけれども。逆に、この公表されている方の０．

１２～２．０というのは８つ検体があるのですけれども、その数字というのは

どのあたりに分布しているのでしょう。０．１２～２．０の間の分布の仕方で

すね。 
 
古市会長： 全国の方の分布系がどういう分布をしているか。 
 
川本委員： そうですね。ちょっと細かい話ですので、後でもよろしいですけれども。 
 
稲宮主幹： それでは後でご報告させていただきたいと思います。 
 
川本委員： 今回の４つの検体の２．５というのは、もちろん平均という数字なんでしょ

うけれども、これはどのぐらいの分布なんですか。 
 
稲宮主幹： ダイオキシンの分析の方法ですけれども、４つの検体を全て混ぜて、それを

ミックスしたものを１検体として出しておりますので。 
 
川本委員： 分かりました。そうすると、表２の方のデータがどういうサンプル処理をし

て出て来ている数字か分かりませんが、これは例えば０．１～０．５の間に大
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体分布していて、たまたま１個ぐらいのデータが２．０なのか、均等なのか、

ちょっとそのあたりが知りたいと思います。また後で教えて下さい。 
 
古市会長： はい。じゃあ後ほどでよろしいですね、川本さん。はい。 

他にいかがでしょうか。よろしいですか。 
では４の報告事項に移りたいと思います。では事務局の方、よろしくお願い

します。 
 
石川副参事： 県境再生対策室の石川でございます。資料の７－１、本日配布いたしまし

た横長の資料で、現在のところの一次撤去の状況をご説明いたします。 
毎度お馴染みの表でございますが、一番左側の欄の１６年度の実績が 11,300

トン強でございます。それで、１７年度、昨日までの実績でございますが、右

から二つ目の撤去量でございますが、34,391.20 トンとなってございまして、累

計いたしますと 45,779.08 トンとなってございます。だいぶ年度も押し迫って

きまして、１７年度どのくらいまでいけるのかというもの、まあこれからの天

候の状況にもよりますけれども、１７年度は概ね 40,000 トンは超えるぐらいい

けるのではなかろうかと見積もってございます。そうしますと、１６年度の分

と合わせますと、トータルで 52,000 トンぐらいはいけるのかなというふうに見

込んでございます。一次撤去、トータルは 96,000ｍ３、比重１といたしますと

96,000 トンでございますので、１８年度約 44,000 トンやりますと全部終わると

いう格好になりまして、来年度は約44,000トンぐらいを目指していきたいなと。

十分射程距離内に入っておりますので、総括してみますと一次撤去の状況は順

調に進んでいるということが申せるかと思います。 
このような状況を踏まえまして、次に資料７－２でございますけれども、こ

ちらの方は堤から説明いたします。 
 
堤室長： それでは、資料７－２、本格撤去時における撤去計画の策定についてというこ

とでございます。 
今、お話申し上げましたとおり、現在一次撤去ということで撤去作業を進め

ているということでございますけれども、この一次撤去は１８年度で終わりま

して、１９年度から本格撤去を開始するというようなスケジュールを立ててご

ざいます。 
そこで、まあ現場の状況もだいぶ分かってまいりました。掘削などいろいろ

作業を進めて。そういった現場の状況等々を踏まえまして、１９年度からの撤

去に関する撤去計画を策定したいということを考えてございます。それを１８

年度に撤去計画を策定したいと考えてございます。それがこのペーパーになっ
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てございます。 
まず、１の趣旨のところをご覧いただきたいのですけれども、ここには１８

年度におきまして本格撤去時における安全かつ効率的な廃棄物の撤去・処分方

策というものを検討いたしまして、その撤去計画を取りまとめたいと考えてお

ります。予算化してございます。 
本格撤去の策定フロー、どういった形で策定をするかというのが次の２番目

でございます。まずフロー図をご覧いただきたいと思うのですけれども、下の

方に青森県と書いてございます。県から、実際にこの策定の叩き台と言います

か、撤去計画の案は専門の業者に委託したいと考えております。業者から報告

が上がってくるわけですけれども、その報告は中間報告が１回、それと最終報

告、トータルで２回報告をもらうということにしていますけれども、そのいた

だいた報告を、このフロー図の下の右側にあります技術顧問会というものを新

たに設置いたしまして、ここでは専門的な、技術的な助言と評価をいただきた

いということを考えています。この方々の助言・評価をいただいた上で今日開

催しておりますこの原状回復対策推進協議会にこの撤去計画をかけたいと予定

しております。 
そういうことで、今回この新たなファクターといたしましては、この技術顧

問会を設置するということが新たな形になってございます。ここに書いてあり

ますように、学識経験者をメンバーとしたいということで、今のところ、まだ

これからの選任になりますけれども、おおよそ５～６人程度の専門家、学識経

験者の方々を予定してございます。 
それで、スケジュール的なものはその次のページをご覧いただきたいと思い

ます。ここに協議会、技術顧問会という形で書いていますけれども、１７年度、

ここにあります１２回が今日の協議会であるわけです。その後、ちょっと間が

空くのですけれども、７月下旬に開きます１３回の協議会に中間報告をかけた

いと思ってございます。その前に技術顧問会を開催するということで考えてお

ります。 
ここはちょっと時間が空くのですけれども、いろんな作業がございまして、

かなり、これだけの期間でもかなりハードなスケジュールになるのかなと考え

ているのですけれども。４月から６月・７月まで作業の期間をいただきたいと

いうことでございます。９月の１４回の協議会を挟みまして、１１月に最終報

告をこの協議会にかけたいと思っております。と言うことで、技術顧問会もそ

の前に第２回ということで最終報告の検討をしていただくということを考えて

おります。その後は２月に１６回の協議会を開くということで予定をしており

ます。 
１１月の最終報告ということをここにセットいたしましたのは、県の予算の



 33 

関係もありまして、あまり先に延ばせない、予算をあまり先に延ばしますと予

算がちょっと難しくなるということもあって１１月に最終報告をセットいたし

ました。 
そういうことで、かなりスケジュール的にはタイトになるのかもしれません

けれども、こういったスケジュールで本格撤去に向けた撤去計画を策定したい

と考えております。そして、予算的にも、間もなく議会が始まって議決になる

わけですけれども、こういった形で予算的にも確保といいますか、予算を付け

てこういった形で撤去計画を策定したいと考えているところでございます。 
 
古市会長： ありがとうございました。 

現場の緊急対策、それと拡散防止対策がもう目途が立ち、それに対して工事

も始まっていると。いよいよ１９年度の本格撤去に向けて具体的な計画案を提

出しなければいけないというところになっています。その審議をこの協議会で

していただくことになります。 
ただ、その議論をこの同じ場でやりますと、かなり時間が取られてしまいま

すし、幾分技術的、専門的な内容にもなりますので、別途そういうのは議論し

ましょうというのがこのシナリオだろうと考えます。 
それにつきまして、事務局の方でそういう叩き台を作っていただくと。その

叩き台に対してアドバイスする、またその時点での評価をするというのがこの

技術顧問会であるという位置づけですね。 
ただ、本当にもう急いでおりますし、１９年に向けてですから議論を詰めて

やらないといけないということで、７月中間、１１月にもう最終と、こういう

スピードでやることになっておりますけれども。 
これにつきまして、こういう技術顧問会を作りますという、これは県のご報

告ということですよね。この協議会とは少し場を変えてやりましょうというご

報告。それと２点目はスケジュールはこういう塩梅でやらせていただきたいと

いうのが２点目です。 
これにつきまして、何か御意見等ございますでしょうか。いかがでございま

しょうか。まだ時間が若干、５～６分ございますので。 
佐々木先生の方から、何か御意見ございませんか。これから本格的に撤去計

画を立てなければいけないわけです。前回、最後に御意見いただいたかと思う

のですが、その辺も踏まえまして何かコメントございますでしょうか。 
 
佐々木委員： それでは２点。まず、今直接の、古市会長のお話とはちょっと違うのです

が。 
先ほど、この事案の発生からこれまでの対応・対策の経緯をしっかり押さえ
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ておくべきだというお話があって、私も非常に大事なことだと思います。併せ

て、社会経済的な影響というのもちゃんと今のうちに基礎的なデータを把握し

ておくということが併せて大事なことではないかなと思います。それが１点で

す。 
もう一つは、撤去計画の策定につきましては、技術的な検討もございますけ

れども、併せてやはり、社会的経済的ないろんな波及も考えなければいけない

だろうと思いますので、そのあたりの検討も少し付け加えていただくといいな

と思います。 
 
古市会長： もう少し言っていただけませんでしょうか。２点目。 
 
佐々木委員： 技術的な検討が中心になると思うのですけれど、例えば、それをどこに持

っていってどういうふうに処理をするかという時に、技術的な問題だけではな

くてその周辺地域に対する影響とか、あるいは対策とか、そういったこともや

っぱり非常に重要な項目になるのではないかなという気がするんです。 
 
古市会長： 分かりました。じゃあ、先の２点目の方からもう一度確認いたしますと、技

術顧問会で純技術的な撤去方法だけでなく、それをどこに持っていければいい

のか、そういう施設があるのかどうかとか、その撤去をする方法によっては安

く撤去できる方法もあると。だから、そういうものも考えながら、ただ単にお

金さえ掛ければ、いくらでもと言うとおかしいですけれども、処理はできるわ

けですよね。ですから、そういう意味ではコストが制約されていますので、で

きるだけ効率的に、経済的にも効率的に撤去する方法、この方法の中には技術

も社会経済的影響もあるよと、こういうことを技術顧問会でご検討下さいとい

う、これはご要望と考えてよろしいですね。 
はい、ありがとうございました。 
１点目の方なんですけれども、調査から対策、先ほど私が申し上げましたよ

うに、こういう記録なり経験なりを活かせるような形でこれを取りまとめてい

く必要がありますねということを申し上げました。これはこれでよろしいでし

ょうと。その時に、それに伴っての、税金を使っているということで、かなり

最近はその辺はきっちりやりましょうという風潮と言うか、流れになってござ

いますので、社会経済的な影響も考えながらこの議論をしていかなければいけ

ないということですよね。もう少し何か補足がございますか。 
 
佐々木委員： 一例を挙げますと、先ほど風評被害が起きないように予めダイオキシン等

の汚染状況を調べておられますね。実際には汚染は起きていないという調査は
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あったのですけれども、この先、もしかするとそういう風評被害が起きるかも

しれないわけですね。あるいは、今までいろいろな地域の住民の方々がこの問

題への対応のために時間を使ったり経費を使ったり、あるいは町役場がいろい

ろ対応した、県庁もそうだと思うのですけれども。そういったことの経済的な、

あるいは社会的な負担と言うんでしょうかね、コストと言うのか、そういった

あたりもデータが散出しないうちにやっぱり把握しておく必要があるのではな

いかなと思います。 
 
古市会長： はい、分かりました。なるほどね。そういう意味では直接的な汚染の、この

不法投棄されたことによる調査、修復費用だけではなく、間接的な影響もある

じゃないかと。風評もその一つであると。そうすると、例えば、青森県の方で

直接経費はこのぐらいだけれども、その辺の周辺の経済効果みたいなものとか

社会対策コストを考えると、もっと、１．５倍、いい加減なことを言えないで

すね、これ以上のコストはかかりますよというようなことがあれば、私もこれ

大事ではないかなと思うんですよ。と言うのはね、こう言っては失礼ですけれ

ども、青森県の年間の予算のうちに、このコストがどれだけかかるのか、直接

経費がどのぐらいのウエイトを占めているのか、とかね。それから間接費まで

入れたら、間接的な影響のコストも入れたらどのぐらいかかるのか。この辺も

ある程度情報公開してもいいんじゃないでしょうかね。そういうのを知ってい

ただいた上でどうするんだということですよね。普通、庶民感覚でいきますと、

給料の範囲内で何が最善かということを一生懸命考えるわけですけれども、や

っぱりリミットがあれば、その中で最善のお金の使い方というのがあるはずな

んですね。だから、そういうこともやはり議論する必要があるんじゃないでし

ょうかというのが佐々木先生の御意見だろうと思います。 
他に何か御意見ございますでしょうか。 
松橋さん、お願いします。 

 
松橋委員： 技術顧問会のメンバー、設置ということですけれども、メンバーはどのよう

な方がまず、もし分かっていたらお知らせ願いたい。それからもう１点、この

間、岩手県の方で量の見直しということを言っていましたけれども、青森県の

方でも見直しというものを今後する機会があるのかということをお知らせ願い

たい。 
 
古市会長： すいません。１番目は分かるのですが、２番目の見直しというのは、具体的

にどういうことの見直しをおっしゃっていますか。 
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松橋委員： 今よりもっと多くなるというような 
 
古市会長： 撤去量が。はい、分かりました。じゃあ、お答えよろしくお願いします。 
 
堤室長： 顧問会のメンバーということでございますけれども、まだこの方ということで

は決めてはございません。ただ、ここに書いていますように、学識経験者、専

門家の方々ということで今考えています。この協議会のメンバーから何人かと、

それからそれ以外の方で適当な方がいらっしゃれば何人かを考えたいというこ

とで、トータルとして、先ほど申し上げましたとおり、これもこれからなんで

すけれども、大体想定していますのは５人ないし６人ぐらいかなということで

ございます。 
それからもう一つ、量のお話がございましたけれども、岩手県は量というこ

とで見直しをしたいと新聞報道等で言われてございますけれども、うちの県と

しては実施計画を作った時に想定いたしました量、あれはかなり精度の高いも

のというふうに考えてございますので、今のところ量を見直すということは現

段階では考えてございません。 
 
古市会長： はい、ありがとうございました。松橋さん、よろしいですか。 

他にいかがでしょうか。ございませんでしょうか。 
ここの部分というのはこれから非常に重要な内容になると思いますので、次回、

少し飛びますが７月になってしまいますが、この協議会でしっかり議論してい

きたいと思います。 
では一応今日の予定されている議題は一応終わったのですが、その他、何かご

ざいますでしょうか。 
椛本さん、お願いします。 

 
椛本委員： 作業員の健康管理のことですが、田子町で県境不法投棄原状回復調査協議会

の時出て来た問題です。作業員の健康管理の問題ですが、不法投棄の現場で作

業員が頭が痛くなってきたという話が飛びかっていたわけです。それで、県の

方では、現場の健康管理の状態をどのようにやっているのかお聞きしたいとい

うことでございます。 
 
古市会長： はい、分かりました。事務局の方、よろしくお願いします。 
 
大日向副参事： 現場の方の作業員の健康診断のことでございますが、田子町さんの方で

協議会をやって、１月２５日に新聞報道されております。それを受けまして、
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１月２７日に５ＪＶと選別をやっています鹿島建設、掘削をやっております三

田建材の計七つにつきまして特殊健康診断状況を調べてございます。この結果、

総人数ですが、１４４名、特殊健康診断をやりまして、異常なしと、そういう

ことで報告が上がってきております。椛本委員の方には調べた受診者数、後で

お渡ししますけれども、よろしいでしょうか。 
 
古市会長： はい、ありがとうございました。マニュアルに則ってしっかりやれてますよ

ね。はい、ありがとうございます。 
では今日の議題は全て終わりました。総括するまでもなく、今日いろいろご

議論いただいたことを今後続けて、今までもしっかりしてやってきた、これを

続けて次回以降にも活かしていきたいということだろうと解釈いたします。 
では一応協議会は終わりますので、司会の方にマイクをお返ししたいと思い

ます。 
 
司会  ： どうも、長時間に渡りまして古市会長には議事の進行、そして委員の皆様に

はご協議いただきまして、大変ありがとうございました。なお、次回第１３回

の協議会でございますが、先ほどスケジュール等の関係でお話ししましたとお

り、１８年７月末頃になると思いますけれども開催予定となってございます。

日時、会場等につきましては、決まり次第委員の皆様にご連絡申し上げますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 
それでは、以上をもちまして第１２回県境不法投棄現場原状回復対策推進協

議会を閉会いたします。本当にどうもありがとうございました。 
 
 


